
「往療内訳表」等・作成説明会 
公益社団法人 大阪府鍼灸マッサージ師会／大阪府東洋療法協同組合 

 

いよいよ「国保」「後期高齢」でも今年９月施術分から

受領委任が始まります。 

下記の厚生労働省ホームページの受領委任取扱い保険者の一覧が更新されています。 

≪あはき施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について≫ 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html 

 

受領委任制度では、往療の患者様レセプトに「往料内訳表」を添付しなければなりません。 

 また、「施術報告書」や「（再）同意書」を添付するタイミングについても、未だに間違いによ

り返戻されるケースが見受けられます。 

 この機会に、受領委任制度のルールをしっかりと理解し、間違いの無い請求を提出し、入金が

スムーズに行われる様にしましょう。 

下記の日程で、説明会を開催いたしますので、療養費を取扱う方は是非受講してください。 

記 

➀ 8月 4日（日） 午前 10～11時 
◆会場 大鍼師会３階 

◆定員 先着 80名 

◆受講 無 料 

② 8月 25日（日） 午後 4～ 5時 

③ 9月 1日（日） 午前 10～11時 

④ 9月 14日（土） 午後 7～ 8時 

◆お問合せ 大阪府東洋療法協同組合 TEL.06-6624-333２（左向） 

以上 

申込書（FAX:06-6624-3337） 
（第 1～3 希望日を記入してください。第１希望に添えない場合は、ご連絡いたします。） 

第 1 希望 第 2 希望 第 3 希望 

・会員 

（番号：Z     ） 

・一般（免許:あ は き） 

氏 名 

 TEL：  

FAX： 

 

満 席 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html

